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Ⅰ．はじめに

１９９０年代末の通貨危機後，東アジアでは通貨

金融協力や自由貿易協定（FTA）交渉を含む地

域主義が台頭した。いわゆる「ASEAN＋３（日

本・中国・韓国）」（APT）の枠組みが定着し１），

地域には開放的で緩やかな APEC（アジア太平

洋経済協力）を越えた求心性が求められるよう

になった。

しかしながら地域主義が長らく APECのレ

ベルに止まった背景にはグローバリズムへの手

放しの楽観（＝地域主義への切迫感欠落）のみ

ならず，さまざまな制約要因があった。東アジ

アには①発展段階から政治経済体制までの様性，

②域外国，特に米国への経済依存，③各国内や

域内の産業調整メカニズム欠落，などに加え，

④冷戦構造を残す安保環境（北朝鮮・台湾問題），

⑤日中間のパワー・バランスなど，政治の壁が

残る。このため，リーダーシップを欠いた経済

統合の制度化は困難で，しばしば東アジアの結

束に対する米国の反対に直面した。グローバリ

ズムへの楽観が通貨危機によって否定された後

要 約
東アジアの地域主義が制度化に裏打ちされた明示性を持つものに脱皮する上で，例外が

少なく，財の貿易に留まらない包括性を持ち，WTO整合性の高い日韓の「クリーン FTA」

「ハイ・レベル FTA」の成立には大きな期待がかけられてきた。しかしながら韓国は対日

貿易不均衡への伝統的懸念を払拭できず，多数の FTAを前提とした新たな環境の中での

開発戦略に対日 FTAを明確に位置付けるにも至らなかった。このため，交渉は貿易バラ

ンスの悪化を防ぐ手立てに拘末され，貿易バランス問題にそれほど大きな関心を持たない

日本への対応に不信感が募ることとなった。さらに近年では韓国の外交が北朝鮮政策を唯

一の軸として周り始めたことから，中国，米国，それに北朝鮮を含めた地域主義自体につ

いても日韓間の乖離は拡大し，交渉は膠着に陥った。

一方，戦略的相手国であった韓国との交渉難航は日本にとっても①農業構造改革と FTA

交渉の連動の必要性，②WTO交渉とのバランスを含めた交渉体制の改善，③政治の建設

的関与のあり方，などの点で少なからぬ教訓を残した。交渉再開には双方が膠着の経験に

学び，大局観に立って態勢全体を整え直すことが不可欠となっている。

＊ 東京大学大学院総合文化研究科教授
１）０５年１２月の「東アジア・サミット」では＋３は ASEAN会議へのゲストとしてではなく，平等な立場で会
議に参加することとなり，APTは政治面でも追認された。

＜財務省財務総合政策研究所「フィナンシャル・レビュー」April―２００６＞
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も以上の構造自体は変わっていない。域内の

FTAは大半が中国－ASEANなどのように授権

条項２）の範囲に止まり，収斂の方向性を欠いた

まま，バラバラに交渉が展開されている。

東アジア地域主義の限界に対し，日韓自由貿

易協定（以下，日韓 FTA）には域内で唯一，

例外品目が少なく（クリーン FTA），財・サー

ビス貿易の自由化だけでなく，市場アクセスか

ら投資や人の移動，競争法や税法，資格の共通

化，紛争処理など幅広い内容を含み（包括的

FTA），透明でWTO整合性の高い「ハイ・レ

ベル FTA」が達成できる基軸としての期待が

かけられてきた。

しかしながら，日韓交渉はシンガポール，メ

キシコはもちろん，０３年末に同時スタートした

対フィリピン，タイ，マレーシア交渉（いずれ

も０５年に一応の合意）に比べても進展が遅れ，

膠着を続いた。０５年からの対インドネシア，０６

年からの対 ASEAN全体交渉が終われば，日本

の当初の交渉計画は韓国を除いて一段落する。

しかし，中国を視野に入れて東アジア全体を展

望した場合，地政学的観点からも，また「ハイ

・レベル FTA」への収斂という観点からも，

日韓の早期 FTA締結は欠かせない。

そこで本稿はこれまでの日韓交渉の膠着要因

を分析し，再開への課題を論じる。まず，交渉

開始までの経緯を振り返った後，膠着要因を双

方の交渉姿勢と，その背景にある地域主義の変

化に求める。最後に交渉再開に向けて特に日本

が再考すべき点にも言及してみたい。

Ⅱ．日韓 FTA交渉の開始と膠着

Ⅱ－１．日韓 FTA交渉の経緯

日韓 FTAは１９９８年１０月の金大中大統領（当

時）訪日時における共同研究提案に端を発した３）。

当時，IMF（国際通貨基金）の処方箋の下で通

貨危機後の構造改革に取り組んでいた韓国は急

ピッチの経済自由化で市場信任の回復を図り，

FTA推進はその重要な一環と考えられた。韓

国の名目関税は当時でも既にそれほど高くはな

かった。しかしながら日本に対してだけは別途，

主要部品や素材などの輸入を実質的に抑制する

「輸入先多角化」制度が実施されており，改革

の一環として推進された同制度の全廃は大きな

政策転換４）と考えられた。このため，韓国は同

分野に対する直接投資誘致・輸入代替によって

その“衝撃”を和らげようとし，貿易や投資，

サービスなどを包括した幅広い関係構築５）が模

索されるようになった。

２０００年５月に発表された両国政府系研究機関

（日本側・アジア経済研究所（IDE），韓国側・

対外経済政策研究院（KIEP））の共同研究は，

静態的，短期的には韓国側の経済的厚生悪化，

貿易収支悪化などが予想されるものの，動態的，

２）周知のように，特恵貿易協定を例外として認定するWTOは２４条で FTAに「実質的に全ての貿易自由化」
を１０年間で達成することを求めている。しかしながら発展途上国には別途，授権条項による特別待遇が与え
られており，実質的にこの適用を受けない地域協定が多数，存在している（高瀬（２００３）など）。

３）韓国ではこれに先立つ小倉和夫・駐韓日本大使（当時）の提言が日韓 FTA論議の発端であり，日本からの
強い働きかけが存在した，とする報道及びこれに基づく認識が一人歩きしているが，正式な申し入れは韓国
側からなされている。

４）組立て最終製品レベルで日本の後を追いながら，中間財・資本財の保護・国産化を漸進的に進めて国内の
生産付加価値を高めようという伝統的政策が不可能になるという転換。

５）この姿勢は高いレベルの投資家保護を目指す投資協定（BIT）交渉（２００２年発効）が FTA交渉に先行して
推進されたことによく表れていた。
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長期的には相互に充分な肯定的結果を予想した。

貿易収支悪化に対する韓国側の懸念は根強いも

のがあったが，より直接的な利害関係を持つ財

界関係者による「日韓ビジネス・フォーラム」

も０１年３月の共同宣言で FTAの早期交渉開始

を支持した。これを受けて０２年７月には「産官

学共同研究会」が組織され，０３年１０月までの８

回会合において日韓 FTAの内容，水準などが

具体的に議論された。研究会報告書の内容に沿

って０３年１２月には政府間交渉が開始され，０５年

内に締結を目指すことが決まった。

Ⅱ－２．「ハイ・レベル FTA」へのコンセンサ

スと貿易不均衡懸念

学，財，産官学と，交渉開始前に長い議論６）

を経た日韓 FTAは結局，幅の広さや自由化度，

制度化において「ハイ・レベル FTA」を実現

することに大きなコンセンサスを得た反面，韓

国側の貿易不均衡拡大懸念を積み残したまま交

渉開始に至った。韓国の対日輸入はその大半が

資本財・中間財であり，設備投資の増大に沿っ

て増加するのが常であった。従って，対日貿易

赤字は伝統的に韓国内生産の付加価値の低さ，

技術力の不足，中小企業など産業基盤の脆弱さ

を反映したものと考えられてきた。とりわけ図

１が示すように，過剰な設備投資が行われた通

貨危機直前（９４－９５年，９７年）の対日貿易赤字

は貿易バランス全体の赤字を上回るほど膨張し

た。あたかも対日赤字そのものが通貨危機の原

因であったかのような議論さえ流布し７），貿易

不均衡への心理的不安が存在した。

政府系研究機関による共同研究は集約すれば，

日韓 FTAの日本に対する影響はいずれにせよ，

軽微である。反面，韓国については静態的には

厚生水準を悪化させ，成長率を低下させ，対日

貿易収支を悪化させるが（表１の KIEPの（１）），

６）実際の交渉開始までに５年もの歳月をかけた FTAは日韓だけであり，メキシコ，ASEAN各国との FTAは
いずれも１年程度の研究会後，交渉入りしている。

７）こうした俗説は当時の財政経済部長官による「日本の銀行が大量に資金を引き上げたため，韓国は通貨危
機に陥った」という発言によってさらに世論の確信を獲得し，対日貿易赤字責任論はエコノミストの思考ま
でを支配するようになった。

図１ 韓国の貿易バランスと対日輸入
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直接投資による生産性向上など動態的な要素を

入れれば（同（２），IDE（２））少なくとも経済的厚

生水準と GDP，それに対世界貿易収支はプラ

スに転じるというものであった。GTAPを使用

したこれらの一般均衡（CGE）モデル分析は生

産関数などモデルの設計や，データベースや取

り上げるセクター，資本移動の取り扱いなどに

よって大きな違いが生じる。特に共同研究のモ

デルはいずれも完全競争を想定して規模の経済

は考慮しておらず，個々の経済の選好も織り込

まれていなかった。しかし，これらを加味した

Cheong（２００２（a））では共同研究時の KIEPの

結果とは異なって，厚生水準・GDPとプラス

となり，かつ貿易収支全体も中長期にはプラス

表１ 貿易自由化のインパクト

（１）機関研究

貿易自由化の効果 KIEP（１） KIEP（２） IDE（１） IDE（２） KIET KIEP（１） IDE（１） IDE（２）

対韓国 対韓国 対韓国 対韓国 対韓国 対日本 対日本 対日本

経済的厚生（水準） －０．１９ １１．４３ ０．３４ ７．０９ ０．４８ ０．１４ ０．０３ ９．２９

GDP（％） －０．０７ ２．８８ ０．０６ ８．６７ －０．０７ ０．０４ ０ １０．４４

相手国との貿易収支（１００万ドル）－６０．０９ －４．４ －３８．８５ －２４．６ －３３．６ ６０．１ ３８．６ ２４．６

全体の貿易収支（１００万ドル） －１５．４３ ３０．１４ －２．７ ４０８ －６．９ －１５．４３ ５４．８ １８２

注：（１） KIEP，IDEは共に GTAPをデータとして使用，KIETは産業連関表を使用。
（２） KIEP（１），IDE（１）は静態的モデル，KIEP（２）は１０年にわたって製造業の生産性向上が年１％で継続した場合
（３） IDE（２）は繊維など製造業全体とサービス業の生産性が１０％，金属，輸送機器，電子電気の生産性が３０％改善した場合
を想定

出所：Cheong（２００２（a））

（２）Cheong（２００２（a））

貿易自由化の効果 GTAP変数のみ GTAP＋韓国独自係数

規模不変 規模の経済 規模不変 規模の経済

短期 中長期 短期 中長期 短期 中長期 短期 中長期

経済的厚生（水準） ０．２８ ０．４４ ０．３４ １．３１ ０．３ ０．６６ ０．３８ １．３９

GDP（％） ０．２２ ０．８２ ０．３ １．９ ０．２１ ０．９６ ０．３３ １．７９

交易条件 ０．０３ －０．４６ －０．０１ －０．７６ ０．１３ －０．３５ ０．０９ －０．４９

全体の貿易収支（１００万ドル） －１ ２．３ －１ ６．４ －１．１ １．６ －１．１ ３．４

非関税障壁撤廃の効果 GTAP変数のみ GTAP＋韓国独自係数

規模不変 規模の経済 規模不変 規模の経済

短期 中長期 短期 中長期 短期 中長期 短期 中長期

経済的厚生（水準） ０．９４ ０．３１ ０．７４ １．５８ ０．９３ ０．９２ ０．７５ １．３９

GDP（％） ０．０１ ０．２８ ０．１３ ２．０１ ０．０９ ０．４６ ０．０９ １．７９

交易条件 １．２３ ０．０５ ０．８８ －０．６ １．３５ ０．４ １．０６ －０．４９

全体の貿易収支（１００万ドル） －０．６ ９ －０．５ １５．４ －０．７ ６．２ －０．３ ３．４

注：（１） 韓国独自変数は国産，輸入品の選好など韓国の構造的特性を織り込んだもの
（２） 短期的効果は静態的効果，中長期的効果は資本蓄積を考慮したもの
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となった。特に規模の経済を加味した方が，ま

た韓国独自の係数を取り入れた方が共に高いプ

ラス効果を示している点は日韓の産業構造が化

学，金属，電子部品，自動車など一般的に量産

効果の大きな産業を中心としている現実からみ

て産業調整の重要性を示唆していると考えられ

る。権ヨンミン（２０００），朴スンチャン（２００２）

など他の韓国側研究も静態的な貿易収支悪化よ

り，動態的な成果の重要性が強調されている。

通貨危機後は無理な投資を続けた「財閥」が

淘汰されて過剰設備調整が続き，輸出はこれま

でのようには設備投資に直結しなくなった。こ

のため，前図１が示したように輸出の伸びは対

日輸入の伸びを大きく上回り，貿易バランス全

体の黒字基調が定着し，さすがに韓国でも対日

貿易赤字をマクロの経済問題とする議論は減っ

た。しかしながらでは，対日貿易赤字は何が問

題なのか？，は具体的かつ精緻に論じられるこ

となく依然として記号化されている。この記号

化に基づき，交渉担当者及びこれを強く支配す

る世論は共同研究や一連の研究から，静態的マ

イナス効果，特に厚生水準や GDPよりも貿易

バランス（とりわけ対日貿易バランス）への否

定的影響は確実なものであり，動態的効果は与

件によって変動する不確実なものである，とい

うメッセージを受け取った。このため，韓国の

関心は日本側の関心であった８）「ハイ・レベル

FTA」によって「動態効果をどう最大化し」，「生

産性を上げるか」を FTA交渉の中心に据える

より，「静態的効果を最小化し」，「貿易不均衡

の拡大を防ぐか」に傾斜して行った。

産官学共同研究会においても①日本は名目関

税率は低いが，“非関税障壁”が多く，これが

解決されなければ FTA締結でも韓国の輸出は

伸びない，②韓国の競争力の弱い部品・素材産

業で一気に自由化が進めば，中小企業基盤がさ

らに弱体化するので補完措置が必要，③韓国が

比較優位を持つ農水産部門の大幅自由化留保は

受け入れられない，の３点が強調された。“非

関税障壁”では水産物の輸入割当や検査手続き，

活魚運搬車など韓国の特殊車両が道路を走行す

る許可など直接に「官」が規制するものから，

家電リサイクル料金制度，酒類小売業免許要件

など，「民」による取り決め，「官民」関係によ

るものなどが多岐にわたって取上げられた。日

本側からは「官」で対応可能なものは取り組む

にせよ，「民」への指導には限界があるという

説明が繰り返されたが，韓国は「官」が「民」

を「指導」して結果を出せるのは日本の「行政

指導力」からして当然であり，消極姿勢は誠意

がないからだ，という主張を繰り返した。

「日韓自由貿易協定共同研究会報告書」（外務

省（２００３））はいったん，日韓の立場を①包括

性，②有意義かつ実質的な自由化，③相互利益

の拡大，④WTO整合性，⑤地域統合のモデル

形成を原則とする点で総括した。しかし，FTA

のスコープを定めた各論には韓国側の関心（疑

心と不安）がさまざまな形で反映されることと

なった。例えば報告書は，（１）貿易の自由化・円

滑化では韓国産業への影響が日本よりも遥かに

大きいという見通しから出発し，スコープは関

税引き下げからセーフガード，反ダンピングや

相殺関税，紛争処理，原産地規制，投資やサー

ビスの自由化，ビザ免除問題など極めて広い範

囲をカバーすることとなった。とりわけ韓国が

“非関税措置”（NTM）９）の是正を交渉前提与件

としたため，共同研究会の下には「NTM協議

会」が設置され，具体的事項が検討された。NTM

と同様の貿易阻害可能性が提起されたことから，

税関手続き，相互認証（MRA）による貿易の

円滑化，衛生植物検疫（SPS），政府調達，市

場アクセス，知的財産権，競争政策なども重視

８）日韓間での「ハイ・レベル FTA」の必要性，重要性については韓国側も強く同意している（「日韓自由貿
易協定共同研究会報告書」の総論参照）。

９）韓国では措置の存在そのものよりも「結果としての」貿易阻害の是正が必要という意味で“非関税障壁”
という表現がよりしばしば使用されるが，報告書では日本側の主張によりこの表現が採用された。
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され，スコープはWTOの取り扱いからもさら

に進んだものとなった。

また，自由化と共に（２）協力の分野も情報通信

や科学技術，金融，運輸，放送，観光から人材

育成，環境にまで広がった。OECDメンバー同

士の経済関係では関税引き下げだけでは統合効

果は少なく，幅広い産業協力の必要性という点

には双方に強いコンセンサスが存在した。ただ

し，ここにおいても相互の直接投資交流，産業

内分業の深化など「水平的」な関係の強化を強

調する日本側に対し，韓国側の関心は部品・素

材産業への直接投資増大（技術移転，輸入代替

効果の増大）と中小企業協力にあった。韓国は

「日韓共同投資推進委員会」の活動など産業協

力強化への協力を求め，中小企業間の共同年の

ための優遇税制創設や日本の退職技術者の雇用

支援など具体策を提起するなど，次第にこれら

に対する日本側の姿勢で 「ハイ・レベル FTA」

締結への意思を判断する思考が生まれた。

Ⅱ－３．「ハイ・レベル FTA」の誤謬

Ⅱ－３－１．農水産市場開放問題と枠組み合意

研究会報告書が併記した日韓の思考の違いは

実際の交渉に入るとさらに顕在化した。０３年１２

月に始まった交渉は０４年６月の第６回を最後に

途絶し，当初目標であった０５年中の合意は不可

能となった。韓国はアカデミックな研究レベル

では市場の反応に委ねられていた動態効果に対

する政策的保障を求め，とりわけ対日貿易赤字

の拡大防止を担保する措置を前提と考え始めた。

このため，次第に非関税障壁への対処と共に（韓

国が競争力を有すると考える）農水産物貿易全

体の自由化を事前に確約することや，韓国への

直接投資増大につながるような「産業協力」を

自由化に組み合わせることを「ハイ・レベル

FTA」の重要な具体像と考えるようになって行

った。

まず，物品の貿易はもともと韓国側の加重平

均実行関税率７．９％比べ，日本は２．３％程度に過

ぎず，共に農水産品が突出して高い構造となっ

ている。農産品の平均関税は日本１０．６％対し，

韓国は８４．０４％（０２年，ただし同水産品はそれ

ぞれ１３．０４％，４．４％）に達していた。研究会報

告書は GATT２４条の８項（b），すなわち「実質

上全ての貿易」の基準に従い，特定部門を自由

化プロセスから除外しないことを確認してはい

たが，日本側には韓国については対豪州や中国

に対するような危機感を持っていなかった。①

日韓貿易における農水産物輸入のシェアは共に

きわめて低いこと（加工品を除けば日本側輸入

の７．８％，韓国側１．６％，往復で２．９％），②（例

え競争力の弱い日本が相手であっても）韓国も

また関税の高い農水産部門の全面自由化には政

治的困難が予想されること，③多国間交渉との

政策一貫性を考えれば農水産部門で無理な要求

はしないと考えたこと，さらには④WTO交渉

におけるフレンズ国関係維持などがその背景に

あった。

しかしながら，韓国は非公式に得た情報（タ

リフラインで５６％？）を元に日本側の農水産物

開放水準は低すぎ，枠組み合意に向けては「農

水産物分野の高い自由化」確約が前提条件であ

るという主張を始めた。これに対し，日本側は

農水産部門の自由化水準を公式にコミットした

ことはなく，そもそも貿易比重の低い分野だか

ら早く具体的な交渉に入って容易なものを処理

し，政治的に困難な品目の自由化を積み上げた

結果を受け入れた方が現実的であり，自由化枠

そのものに執着することは却って柔軟な交渉を

阻害するという主張を続けた。やがて不信を募

らせた韓国は日本は農水産物貿易の開放には消

極的であり，日本の「ハイ・レベル FTA」は

欺瞞である，と主張するようになった１０）。他方，

日本側の一部には韓国はもう交渉する意思（も

１０）この間，かねてよりくすぶっていた日本の海苔の輸入割当制度を韓国がWTO提訴するに至った経緯も交
渉当局間の相互不信拍車をかけたと考えられる。金鳬宗・通商交渉本部長（閣僚級）は０５年後半に入り，交
渉膠着の原因は日本側の誠意にあるという趣旨の発言をメディアに向けて繰り返している。
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しくは自信）がなく，であればこそ，農水産業

で韓国が「ハイ・レベル」と考える具体的な数

字を提示することもなく，WTO政策と整合性

を欠いた高い自由化を日本にのみ要求し，責任

を日本に押し付けて交渉から下りようとしてい

る，という深い相互不信が生まれた。

日本側の考え方は ASEANなど他の交渉と同

様に，実行関税率ベースでの自由化を中心とし

てきた。表２が示すように，日韓間の実行関税

率は既にそれぞれの全体平均に比べても低く，

韓国側５．３５％，日本側１．８５％に過ぎない。しか

も輸入全体の５０％程度を占める上位１００品目に

ついてみると同３．８６％，１．１６％とさらに低くな

り，日韓の差はさらに縮小する。従来から日本

製品の市場占有率が１００％の品目に対する

４．８４％（同様に日本も韓国のシェア１００％の品

目には３．２３％の関税がかかっている）の関税に

は国内産業保護の意味がなく，また全体の７割

以上に当たるシェア３０％以上の品目についても

実際には輸出に伴う原材料関税の還付が適用さ

れるものが多いため，関税引き下げの影響が強

調され過ぎているといった指摘は韓国にもあっ

た（金良姫（２００４）など）。工業製品を中心と

した引き下げ効果がそれほど大きいものではな

い以上，韓国も農水産部門の自由化にそれほど

執着する理由はないと楽観したのである。

さらに表３は韓国からの農水産物輸入の上位

１０位までを示すが，これらで全体の４７．６％を占

める。これに続くのが例年はその他魚肉，野菜

エキス，モラセス，稚貝，小麦調整品，まつた

け，チョコレート製品やチューインガムなどの

菓子類，わかめなどで年によっては豚肉など，

小額の品目が分散し，６０％弱を形成する。貿易

実績があるうちで関税率が比較的高いのはアル

コール飲料（焼酎，１６％），ひじき（１０．５％），

蟹調製品（９．６％），キムチ（９％），明太子（９％）），

上位１０位以下では小麦調製品（麺類など，１２―

２８％），チョコレート菓子（１０％）などむしろ

食品加工製品が多い。カツオ・マグロ（３．５％），

ジャンボ・ピーマン（３％）など生鮮品の関税

率は上位品目ではそれほど高くなく，金額シェ

アの高い上位品目で妥協すれば，日本としては

かなり「高い水準の自由化」が達成されると考

えられていた。

前述のように共同研究会の段階では FTAを

めぐる韓国側の懸念や日韓の視角の差はとりあ

えず，「ハイ・レベル FTA」への合意で包摂さ

れた。しかしながら実際の交渉に入ると，韓国

側の不安は「ハイ・レベル FTA」への確証を

求めるようになり，他方，相変わらずの行政縦

割り構造を持つ日本側の交渉体制は韓国の漠然

とした不安への対処を図りかね，結局，フィリ

ピン，マレーシア，タイへとの交渉を優先させ

た。やがて ASEANとの二カ国間交渉が複数展

表２ 日韓の輸入関税構造

韓国の対日輸入 日本の対韓輸入

上位１０品目
上位１００品目
上位１０００品目

シェア（％）
１７．４
４８．９
８６．９

平均関税率
１．５８
３．８６
５．１０

シェア（％）
３２．４
６４．３
９５．５

平均関税率
０

１．１６
１．７７

市場占有率１００％
同５０％以上
同３０％以上
全体

０．４
５０．８
７３．２
１００

４．８４
５．９
５．７６
５．３５

０．２
２７．５
３８．４
１００

３．２３
２．９４
２．１１
１．８５

注：韓国は HS１０桁基準の対日輸入品目の中で従量税品目などを除いた７８０６品目の実行関税
（２００１），日本は９桁のうち同じく従量税を除いた４４１０品目の実行関税（２００４）

出所：韓国経済研究院（２００３）及び日本通関統から作成
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開されるうち，日本の交渉担当者には FTA交

渉とこれに伴う国内調整の煩雑さがますます実

感され，とりわけ農水産物では費用対効果の点

でWTO交渉とのバランスが再考され始めた。

さらにカツオ・マグロなどのように，ASEAN

の合意対象と韓国の関心が重複する品目につい

ては相互のバランスを考える必要も生じた。ど

の程度の「WTO＋α」自由化を「ハイ・レベル」
と定義するのか，農水産部門では曖昧なまま出

発した日韓「ハイ・レベル FTA」交渉は双方

の期待ゆえのズレに直面した。

Ⅱ－３－２．産業協力問題と枠組み合意

農水産物貿易と並ぶもう一つの点は FTAの

締結に先行した韓国からの産業協力要請にあっ

た。韓国が懸念を持つ中小企業については前述

のように共同研究会段階からさまざまな提言が

あり，投資協定を超えた投資の自由化と推進，

サービスの自由化や人の移動に関わる資格の共

通化や相互認証，査証免除，バイオやナノテク

ノロジーなど先端分野の共同研究基金設立，高

価な研究施設の共同利用推進などが次々と具体

策が提起された。しかしながら，一連の提起は

２つの点で日本側の積極的姿勢を獲得できず，

韓国側を失望させた。

一つは韓国提案の多くが NTMの時と同様，

政府もしくは政府関係機関の関与を前提とした

ものが多いのに対し，日本はほぼ一貫して政府

の関与には限界がある，といった姿勢をとった

ことであった。投資促進では韓国は日韓産業技

術協力財団，日本貿易振興機構（JETRO）と大

韓貿易振興公社（KOTRA）の活用などを提示

し，流通構造など市場アクセス交渉では当局が

直接，企業間交渉に参加する枠組みなどが提案

された。その背景には実効性はともかく，日本

が協力推進の姿勢を示すことが交渉環境整備に

つながる，といった韓国なりの妥協が存在した

かもしれない。しかしながら，日本側は実効性

の観点から市場主導原則の「正論」を繰り返し，

「目に見える」保証を求める韓国との間にはす

れ違いが存続した。

もう一つは「水平的関係」にこだわる日本側

が，FTAとの補完性において産業協力の強化

が必要，とする韓国側に応じなかったことであ

る。日本側からすれば ASEAN各国との FTA

交渉はまだ多分に南北交渉としての性格を残し

ており，予算措置を想定した「経済協力」が想

定可能であった。ASEANには韓国より遥かに

大きな直接投資ストックがあり，交渉相手政府

と結びついた財界からの推進圧力も存在した。

表３ 韓国からの主要農林水産物輸入と関税率（２００４年）

品目 金額（億円） 関税率（％）

１ かつお・まぐろ ２７８ ３．５

２ アルコール飲料 １４４ １６

３ 調整野菜（キムチ等） １０２ ９

４ 鱈の卵調整品（明太子等） ５１ ９

５ ジャンボピーマン ４９ ３

６ 牡蠣 ４２ ７

７ 蟹調整品 ４２ ９．６

８ 栗 ３３ ９．６

９ ひじき ３２ １０．５

１０ 切花 ２５ ０

出所：農林水産省（２００５）
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しかし，主要産業で競合関係にあり，既に一部

では韓国企業の規模・収益が日本企業を大きく

上回っているような状況で，OECD加盟国でも

ある韓国に同じ次元での協力は困難である。そ

の一方で日米や日欧で展開されているような基

礎技術の蓄積をベースとし，最先端技術を中心

とする「産業協力」を推進するには韓国の基盤

はまだ弱く，企業層にも厚みがなく，知的財産

権への不安も否定はできなかった。

以上の結果，結局，日本側にとっては実現不

可能な政府による貿易均衡「保障」を韓国が前

もって迫っているように映り，韓国側にとって

はここまで事前の姿勢が消極的な日本は信用で

きない，といった伝統的な相互不信が観察され

ることとなった。「ハイ・レベル FTA」は本来，

幅を広げて交渉に柔軟性を持たせようとする双

方の意図を反映していたが，その曖昧さ故に過

剰期待に伴う失望や誤謬を生み，不信を増幅し

た面があった。

Ⅲ．乖離する地域主義と日韓 FTA

Ⅲ－１．日本の地域主義と韓国

自由化をめぐる利害対立や期待のスレ違いは

交渉の過程では珍しくない。しかしより深刻な

のは外交関係の悪化１１）のみならず，交渉が膠着

する間に双方の優先順位が変わり，日韓で東ア

ジアのモデル構築を目指す，というもう一つの

「ハイ・レベル FTA」合意までが風化し，締結

への意志が揺らいでいる点である。

韓国は日本にとっては 「ハイ・レベル FTA」

の早期締結目標として，比較的明確に位置付け

られてきた。日本の地域主義は米国のように政

治・安保を含んだグローバルな視点に立って戦

略的に構築されたもの（Schott（２００４）等）と

はいい難く，多分に状況依存的に形成された。

メキシコとの交渉は NAFTAや EU－メキシコ

FTAの成立に取り残されたことによる 「実害」

に対応して始まった。また東アジアとの交渉は

新宮沢構想支援など一連の金融支援・協力の後，

自らを含めて地域の構造改革促進や成長基盤強

化には実体経済面の協力及びその実行を担保す

る制度化が不可欠，といった認識から出発した。

この結果，地域主義は良かれ，悪しかれ米国の

ような政治性には乏しく，FTA交渉も①「実

害」の防止と国内調整コストの少ない相手の選

択，②WTO整合性に基づく高い制度化，③関

税引き下げ以外を幅広く含む包括交渉，④東ア

ジア域内・外への政策協調可能性，などを中心

に組み立てられてきた。

「今後の経済連携協定の推進についての基本

方針」（経済連携促進関係閣僚会議決定，０４年

１２月）は FTAの意義を①多国間交渉を補完す

る自由貿易体制の整備（経済利益の確保，通商

交渉力の強化），②自身及び相手国の構造改革

推進，③政治・外交戦略上のメリット（東アジ

ア共同体の構築など）の３点に求め，東アジア

との交渉に「全力を傾注」するとした。高い制

度化は緩やかな協力機構であった APECを超

える意味で重要であり，包括性は日本にとって

の実効性上からはもちろんだが，発展段階の多

様な各国の実情に合わせたキメの細かな内容選

択を可能にする意味もあった。そして地域統合

の完成を目標とする以上，政策協調の強化も欠

かせなかった。

これらの基準からみると，OECD加盟国であ

１１）盧武鉉政権は公式には過去・歴史問題など政治外交問題と FTA交渉は切り離すとしている。しかし０４年１２
月の日韓首脳会談で推進が確認されたものの，再開開始はならず，０５年６月会談での韓国側言及は大きく後
退した。
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った韓国は FTA原則としてやはり①WTO整合

性重視を掲げており，高い制度化が期待された。

また②サービス貿易や資本市場の開放，為替管

理の自由化が進んでおり，知的財産権や人の移

動を含めた「ハイ・レベル FTA」の締結が可

能と考えられた。③農水産物貿易の比重が軽く，

④FTAが域外国，とりわけ米国などに対して

日中ほどの貿易転換効果を持たないことも調整

コストの少なさにつながった。さらにWTOの

農水産交渉における長年のフレンズ国であった

だけでなく，危機後の金融協力でも債券市場育

成やサーベイランス実施の具体策などにおいて

日韓は積極的なパートナーシップを展開した。

このため⑤政策協調の条件が比較的整っている

という期待も膨らんだ。さらに⑥地政学的，安

全保障面を含めて中国に対し，日韓による「ハ

イ・レベル FTA」が先行する政治的意味もあ

った。日本が交渉開始を辛抱強く待った背景に

は自らが志向する地域主義と韓国の持つ諸条件

の合致が大きかった。

日本にとっては韓国の本質的な位置付けがそ

れほど変わったわけではない。しかしながら，０５

年にはフィリピン，タイ，マレーシアとの交渉

がほぼ合意に達し，インドネシア，ASEAN全

体との交渉も始まったことから，当初の目標は

韓国を除いて進捗をみせた。チリとの FTA交

渉開始（０５年）に続き，農業問題が曖昧なまま，

インド，オーストラリア，EFTAなどとの「経

済連携強化」を目指した動きも始まった。

ASEAN３カ国と日本自身の FTAは期待水準に

は必ずしも到達せず１２），他方，中国－ASEAN

間の FTAはモノの貿易だけをカバーし，しか

も関税率をゼロにすることを確約しなくてもよ

い授権条項の範囲に留まっている。東アジアの

FTA制度化に対する限界が露呈されたことは

交渉担当者の関心を域外に拡散させることにつ

ながった。

さらに経済規模が大きく，もともと関税引き

下げの余地が小さい日本にとっては農水産部門

以外では東アジア FTAの直接的な影響は限定

的で，「ハイ・レベル FTA」の交渉にはその割

に大量の交渉リソースが必要となる。交渉コス

トと予想される経済権益とのギャップ，中でも

生産性・競争力の点で農水産市場開放による経

済的厚生改善がそれほど期待されない韓国との

交渉はむしろ地域協定よりもWTO交渉へのリ

ソース配分を正当化しがちである。このため，

韓国が農水産物の自由化水準を「意志表明」の

バロメーターとして執着すればするほど，交渉

再開の気運は削がれてしまった。

Ⅲ－２．韓国の地域主義と日韓 FTA

一方，日本に比べ，韓国の FTA戦略は変化

が激しく，日韓 FTAの位置付けもまた明確さ

や一貫性を欠いてきた。金大中政権当初，韓国

にとっての最大課題は市場信任の回復であり，

FTAはその一環としてグローバルに構想され

た。韓国は対象を本格的な経済効果を期待する

米国，EU，日本といった「巨大経済圏」と，

チリ，タイ，南アなど FTA経験を持つ「中級

市場」に分け，前者との FTAでは貿易・投資

を含む包括的な経済関係の構築を，後者とはそ

の経験に学ぶことを目指した。前者との間では

とりわけ直接投資誘致が重視され，外国人投資

家に投資前からの内国民待遇を保障するなど水

準の高い投資協定（BIT）が FTA交渉の前提と

して推進された（日本とは２０００年に締結１３））。

後者ではまずチリと交渉入りが決まった（０３年

に合意）。

しかしながら危機の収拾にメドがついた２０００

年以降は中国市場への輸出が急速な増大を遂げ

ると共に，外交政策が北朝鮮との宥和を図る，

いわゆる「太陽政策」に転換された。この転換

に沿って韓国の地域主義は日韓中を中心とする

１２）例えば日本が最大の投資国となっているタイとの間の投資協定改定，完成車の関税引き下げ問題など。
１３）米国との間にも同様の交渉がなされたが，映画の輸入クォータ制度などをめぐって紛争は解決せず，結局，

FTA交渉入りも成立しなかった。
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北東アジアに急速な転換をみせた。中国は

ASEANとの FTA交渉に入るのと前後して韓国

に FTA交渉の開始を強く働きかけており，韓

国にとっては「日韓中」の枠組みに対する関心

が急速に浮上した１４）。研究会などで先行してい

た日韓 FTAの交渉入りを「日韓中」交渉に先

行させるべきかには多くの議論がなされるよう

になり，「日韓中」の政府系研究機関による共

同研究以外１５）にも韓国独自の研究が活発に展開

された（鄭（２００３），姜（２００３），李昌在（２００４），

李洪植（２００４）など）。世論が「日韓中」支持

に傾斜する中，０３年に日韓先行が決定された背

景には専門家によるWTO整合性や包括性を重

視の研究成果が大きかった（Cheong（２００２（a），

（b）），Kim and Lee（２００４）など）。

一方，盧武鉉政権下では北朝鮮への経済協力

がさらに強化されたことと連動し，物流などで

韓国が「北東アジア・ハブ」となる構想が経済

政策の中核に据えられた。韓国が「北東アジア

・ハブ」となるには当然のことながら貿易の飛

躍的拡大，とりわけ日中といった近隣国との貿

易量拡大が前提条件となる。しかしながら，ハ

ブ構想と FTA戦略が具体的，明示的に連動し

て提示されることはあまりなかった。FTA交

渉はチリの後，シンガポール（０４年）が続いた

が，０５年に入ってからは EFTAとの合意，カナ

ダとの交渉入り，メキシコとの“戦略的関係強

化１６）”，その延長上に０６年には米国との FTA交

渉入りが発表されるなど，むしろ「同時多発

FTA」などとして，地域主義から脱する動きが

顕在化している。

以上のように韓国の地域主義は内外政治に大

きく左右され，FTA戦略は最初から東アジア

に焦点を絞り，原則論よりもむしろその経済実

態や国内調整，交渉リソースなどから実践的・

帰納的に戦略を形成した日本とは大きく異なる

ものであった。

初期には，日本の３倍に達する貿易依存度か

ら，FTA交渉の選択はプラスの経済効果面か

らの原則論が支配しがちであった。このため，

FTAは必ずしも政治性の加わった地域主義と

ぴったり一致せず，多くの場合，相手の選択は

専ら①比較優位と貿易の補完性，②所得水準，

③市場規模，④貿易拡大の潜在性など（Sohn and

Yoon（２００１））から議論された。鄭仁教（２００２）

はこれに⑤センシティブ品目の比重，⑥産業界

の関心などを加えて交渉の優先順位を検討した

が，⑤の内政的困難さが選択基準として明示的

に検討されたことはなかった。⑤の軽視はやが

てチリとの FTAで農業者の反対を説得できず，

批准に膨大な時間をかける結末を招いた。しか

し，その後はシンガポール，EFTAと困難の少

ない相手と進められており，現実には⑤が看過

できなくなったともみえる。

次に FTAの積み上げによる地域主義という

点で韓国にとって，唯一，明確に存在している

のは「日韓中」の枠組みだけと言ってよい。こ

のため，「日韓中」以外の東アジア全体，ある

いはグローバルな FTAを想定した場合での交

渉優先順位や他の FTAの成立から受ける影響

への対応（被害最小化）といった視点を欠き，

バイの積極効果最大化だけで選択され易いこと

がある。韓国内には「産業構造が近く，貿易の

補完性に乏しい日本との FTAは技術力のキャ

ッチアップが実現するまでなるべく引き伸ばす

のが有利である」という考え方が依然として根

強い。しかし韓国は日韓交渉を遅らせる（もし

くは拒否する）ことはできても，日本と他国の

FTA締結に介入することはできない以上，日

韓 FTAの調整コストよりもさらに大きな対外

１４）ASEANを含めた APTの枠組みは韓国には当初から希薄で，韓国が ASEANとの交渉に入ったのは日中の
後，０５年には入ってようやくに過ぎなかった。

１５）日本は総合研究開発機構（NIRA），韓国は韓国対外政策研究院（KIEP），中国は発展研究センター（DRC）
による共同研究。

１６）内容は明確にされていないが，WTO整合性の問われるような FTA交渉ではないとされている。
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コストが第三国や広域レベルで発生する余地は

存在する。既に日本の後追い交渉となった対メ

キシコ交渉や対 ASEAN交渉ではこの可能性が

一部で現実化しつつあるが１７），「日韓中」以外

の地域全体で日本を位置付ける考え方は希薄な

ままである。

第三の点は経済効果基準による選択と「ハイ

・レベル FTA」原則のバランスが必ずしも明

確ではない点である。中国は日韓を追った中韓

の FTA交渉を強く韓国に迫っており，農水産

物部門を除外した交渉さえも提示している。し

かし日本に対しては同部門の高い自由化による

「ハイ・レベル FTA」を要求しつつ，中国に対

してはこれを受け入れて授権条項レベルの

FTAに留めるようなことになれば戦略全体に

は矛盾が生じ，WTO交渉との整合性もさらに

複雑化する。「巨大経済圏」と韓国の交渉はそ

の経済・貿易規模からみて他国への貿易転換効

果を発生させる可能性があり，明確なバランス

を示す必要が出てきている。

経済原則からすれば，日本は韓国にとり，市

場規模，所得水準，財界の関心などでは問題が

なく，センシティブ品目の比重という点ではむ

しろ例外的な魅力を持つ対象であった。しかし

調整コストの低さがあまり大きな意味を持たな

い場合，経済実利の点からは残る貿易補完性の

乏しさばかりが強調され，前述のように貿易収

支悪化につながらない「保障」措置を事前に求

める発想が生まれる。また，唯一の地域主義で

ある「日韓中」の中で FTAが中長期課題であ

ることは韓国にとっても自明であり，しかも既

に日本への心理的信頼感が損なわれた以上，地

域主義の基点，もしくは第三国を含めて日本を

戦略的に位置付ける発想は生まれにくい。その

上，一つの共通軸であった「ハイ・レベル FTA」

原則さえもそれほど強い拘束でなくなるような

ら１８），日本が韓国を位置付けてきたのと同じレ

ベルの戦略性を韓国側に期待することはもはや

容易ではない。第三国を含めた地域の中で「何

を日本から得るか」が韓国自身に釈然としてい

ないことは紋切り型の貿易不均衡論蒸し返しや，

NTM議論，双方への経済的影響が殆どない農

水産物市場開放をめぐる枠組み論争など出口の

ないバイの議論が支配し，戦略的突破口が生ま

れにくい要因ともなっている。

Ⅲ－３．日韓地域主義の乖離

Ⅲ－３－１．対中関係

地域主義の乖離はまず，韓国の地域主義が「日

韓中」に限定されるまま，中国の優先度におい

て最も顕著となっている。「ハイ・レベル FTA」

を標榜する以上，日本にとって意志決定の体制

や競争ルールの異なる中国との FTAはWTO

加盟時の条件遵守，ビジネス環境の透明性向上

や投資規制の緩和，資本市場経済ステイタスの

認定といった先行条件を前提に韓国や ASEAN

の後に位置付けられてきた。しかしながら，韓

国の貿易依存度や，直接投資に占める対中投資

の比重は既に日本を大きく上回っており，中国

が地域主義の中核となっている。０５年，韓国は

中国と１０００億ドル以上の貿易を持つ国としては

世界で初めて，その市場経済ステイタスの認定

に踏み切らざるを得なかった。

しかも前述のように，貿易黒字が続く中国と

の FTAが伴わない限り，日韓 FTAは韓国に一

方的に不利である，など「日韓中」の枠組みを

１７）韓国はメキシコとの“戦略的経済連携”協定締結を発表したが（０５年），この中で自動車や機械部品の関
税引き下げなど日本との競合上の関心交渉事項を盛り込むことができるか否かは定かではない。また対
ASEAN交渉は日本のように個別国とのバイの交渉を含んでおらず，投資など関税引き下げ以外の包括交渉
には限界も指摘されている。

１８）韓国と EFTAの FTA合意内容は既に一部報道で農水産物の韓国側例外（関税ゼロではなく引き下げのみ）
が多いことが指摘されている。またメキシコとの交渉はメキシコ側の姿勢もあるが，実際には FTAではなく，
「戦略的経済提携」という極めて曖昧な表現が使用されており，貿易自由化の度合いはさらに不透明となっ
ている。
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強調する議論は明確な根拠もないまま，根強く

一般に浸透している。中国は公式な言及こそな

いものの，日韓 FTA交渉が先行することには

反対１９）であり，日本よりも対中経済依存度が高

く，北朝鮮を抱えて中国に強く意思表明できな

い韓国に対してより強くこの姿勢を打ち出して

きた。

しかし「日韓中」が「日韓」に比べて韓国に

とって有利になるかどうかは FTAの内容次第

ともいえる。表４は日韓と日韓中 FTAが日韓

それぞれの産業に与える影響を一般均衡モデル

（CGE）モデルによって予測したものだが（Abe

（２００３）），結果は韓国の発想とはむしろ逆であ

る。まず，韓国が最も気にかける輸送機器（表

では TRN），電気電子機器（ELE），一般機械

（OME）セクターをみると，日韓 FTAでは韓

国の電気電子だけは生産がかろうじてプラスと

なり，輸出も増大する。しかし日韓中 FTAで

は３部門揃って生産も輸出もかなり大幅なマイ

ナスとなり，輸入は増大傾向にあることから各

部門の貿易収支も日韓 FTAに比べて大幅に悪

化する。

他方，日本への影響は電気電子での影響は日

韓 FTAでも，日韓中 FTAでも殆ど差がない。

しかし輸送機器は日韓 FTAのみで生産，輸出

共にわずかながら減少し，貿易収支も悪化する

が，日韓中ではすべてプラスに転じる。これら

部門に関する限り，日韓中が日韓より有利に働

くのは日本であって，韓国ではないようにみえ

る。

農水産業をみても日韓 FTAの場合，韓国の

穀物（GRN）生産及び輸出には劇的なプラス

効果があり，貿易収支も改善するが，日韓中に

なった場合には生産は逆にマイナスに転じ，貿

易収支もわずかながら悪化する。野菜・果物

（V_F）は韓国の生産減少は日韓より日韓中で

少なくて済み，砂糖・油等（AGR）や畜産物

（M_D）の生産は日韓より日韓中でより増大す

る。しかしながら，輸出では韓国にとって日韓

と日韓中の効果は逆であり，貿易収支改善効果

は日韓の方が日韓中より高くなる。

従って日韓 FTAは日韓中に比べて必ず韓国

に不利，というアカデミックな証左が多いわけ

ではないが，一般に韓国では日中経済関係の濃

密さが報道されず，政治摩擦だけが過大報道さ

れる傾向があり，韓国には中韓関係の方がより

円滑だという「思い込み」が存在する。ただし，

自分ひとりで中国と渡り合うには政治力，経済

力が足りない。そこで日韓の協力は中国に向け

てこそ必要であり，かつより良い関係を構築で

きる，という地域主義の中の日本の位置付けは

中国を入れた時にのみ存在していた。

しかし日本から見れば，韓国の対中経済依存

度が高いからと言って，中国との交流の歴史が

遥かに浅い韓国が台湾のような対中パートナー

になることは考えにくい。しかも北朝鮮問題を

抱えた韓国は中国への政治的配慮を欠かせない。

このため，中国に対し，日韓が内国民待遇など

高い水準の投資家保護，透明性など投資環境全

般の改善を求めた日韓中の投資協定改定協議で

も韓国のイニシアチブが日中の間でうまく発揮

されたためしはなかった。韓国が「ハイ・レベ

ル FTA」原則を棚上げして２０）中韓 FTA交渉が

始まれば日韓交渉が東アジアを共通ビジョンと

して制度調和に進むことはさらに困難となる。

日韓中の共同研究はまだ学術レベルに止まって

１９）韓国で行われるシンポジウムやセミナーなどで中国による「日韓 FTAを先行させるならば韓国企業の受注
は政治的に不利になるだろう」といった「脅し」の発言は多いが，英語による公開文書で何故，日韓が先行
することに中国が反対するのかが明らかにされた例は殆どない。中国による FTAの論議は殆どがまだ大雑把
な貿易の比較優位論の域を出ておらず，一部は「日韓より日韓中の方が経済規模が大きく，貿易も補完的だ
から」というあまりに単純な理由を挙げている（Hai and Zhang（２００４）など）。

２０）韓国の「ハイ・レベル FTA」原則維持には今後とも注意が必要である。例えば EFTAとの FTAでは関税
ゼロ化ではなく，一部が単なる関税引き下げに留まったとされ，メキシコとは FTAではない「戦略的経済提
携」が表明され，ASEANとの交渉も二カ国間交渉を省いた全体との枠組みで中国レベルに留まっている。
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いるが，日韓交渉の再開・結実と，日中韓共同

研究の実務レベルへの格上げがうまくかみ合っ

て進むことが必要となっている。

Ⅲ－３－２．対北朝鮮関係

急速に進む韓国の北朝鮮宥和策が共通ビジョ

ンを困難にする可能性も出てきている。北朝鮮

の開城工業団地開発を進める韓国は近年の

FTA交渉においてこの原産地を韓国にするよ

う求めるようになった。シンガポール，EFTA

との交渉においてはこれが認定されたとしてお

り，日本に対してもこれが非公式に打診された

といわれる。流石にこれを認めるかどうかが，

FTA選択の基準となるところまでは到達して

いないとみられるが，政治的にこの条件認定へ

の要請が強まっていることは否定できない。そ

もそも韓国が日本との交渉に踏み切る以前には

小泉首相の訪朝，平壌宣言の発表といった外交

面での動きがあり，中国とは別の，政治的地域

主義として北朝鮮の存在は大きく日本の戦略性

を規定するものであった。

しかしながら，原産地規則については共同研

究会においても日韓間のみに限定することで合

意しており，その後の日朝関係からみて日本が

すぐにこれを受け入れる余地は殆どない。この

点への固執はさらに「韓国にはもう合意の意思

がない」という理解を生みかねない。日韓 FTA

の重要な地政学的含意はいずれかは日朝国交正

常化交渉に臨まねばならない日本がそれ以前に

経済緊密化を通じて韓国との信頼関係を構築し，

共に支援を準備して行くことにある（Ito−Fuka-

gawa（２００５））が，核開発問題など北朝鮮をめ

ぐる立場は現状では日韓の隔たりはあまりに大

きい。北朝鮮を地域主義の中心に据え続ける限

り，韓国は結局，近年，北朝鮮内の資源買収な

どを積極的に展開し，北朝鮮の経済改革に「積

極的な」中国との連携を強めざるを得ないであ

ろう。かくて中国や北朝鮮を中心に地域主義が

規定されるようになった場合，韓国が透明性の

高い「ハイ・レベル FTA」原則をどの程度維

持できるか，は日韓 FTAの新たな不安定要因

となっている。

Ⅲ－３－３．対米関係

日韓 FTAに対する米国は懐疑的ではあるも

のの東アジア統合に対するほどには敏感な否定

的反応をみせていない（Lincoln（２００４））。た

だし，「日中韓」に対しては安保上の理由から

も強い関心が示され，日中，及び北朝鮮と向き

合う韓国に対しては通貨危機直後から米韓

FTA構想が提示されてきた。在韓米軍縮小問

題を含めた安保関係の見直しを補完し，北東ア

ジアに米国のプレゼンスを確保するという政治

的背景から FTAの可能性が再び示唆され，０６

年の交渉入りにつながった２１）。韓国側にも産業

界には圧倒的な対米 FTA支持がある。

しかしながら韓国はカナダとの FTA交渉を

発表しつつもWTO交渉では依然として農水産

物の輸入関税率に上限を設けることに強く反対

する G－１０のメンバーであり続けるという矛盾

した行動をとっている。対カナダ FTAはいず

れかの時点でこのWTO交渉への基本姿勢を抜

本的に転換しない限り，容易ではないはずであ

る。さらに米国の産業界には投資協定締結にさ

え至っていない韓国の規制全般２２），及び自動車

市場，化粧品や医薬品への NTMなどに不満が

存在する。これらを抱えたまま，米国に農水産

物で大きな譲歩を引き出すことは困難であり，

時間的制約２３）のなかでの米韓 FTA成立は楽観

できない。

２１）米韓 FTAについては２００１年に公聴会が行われて以来，研究所レベル，産業界レベルでさまざまな協議が続
いている。

２２）投資協定締結の大きな障害となったのは韓国が国内映画産業保護のために続けているスクリーン・クォー
ター（上映施設の制限）であった。

２３）ブッシュ政権が議会に対して持っている FTAの優先交渉権は０７年７月までであり，米国は米韓 FTAの期
限を５月程度としている。

日韓自由貿易協定（FTA）交渉再出発への課題

－１１８－



もちろん，米韓は共に大統領制というトップ

ダウンが可能な体制にあり，半島情勢の急変ぶ

りによっては韓国が米韓 FTAを結んででも安

定を図るという選択肢が存在しないわけではな

い。米韓の結びつき，特に韓国の NAFTAへの

接近は展開によっては原産地規制，規格認証，

知的財産権などの点で日韓の「ハイ・レベル

FTA」を大きく変える可能性を秘めている。と

りわけ，韓国が G－１０を離脱し，農水産物市場

開放に踏み切るようなことになれば，日本にと

っては日韓 FTAの性格，農水産貿易の取り扱

いにも大転換を強いられ，中韓 FTAの成立・

東アジアにおける中国主導の経済統合に勝ると

も劣らない衝撃となる可能性を排除できない。

Ⅳ．交渉膠着の教訓と再出発への課題

交渉の膠着は結局，FTA締結に自信の持て

ない韓国の外交パーフォーマンス要求に日本が

官僚的原則論だけで応じず，この間に伝統的な

対日不信が募り，地域主義の乖離まで顕在化し

て互いの優先順位が落ちたことが大きな要因と

なっている。内政の不安定さと表裏となった政

策一貫性欠如，グローバル化を志向しつつも労

働市場の柔軟性など国内がついて行けないとい

った開発戦略の矛盾２４），経済政策をめぐる政治

－行政間の関係など，韓国側の事情によるとこ

ろも少なくない。しかし戦略的に重視してきた

はずの日韓 FTAの停滞は日本についてもいく

つかの教訓を残した。外交情勢全体にも大きく

左右されるが，再出発に向けては少なくとも以

下のような課題への取り組みを欠かすことがで

きないといえよう。

Ⅳ－１．農業構造改革と FTA交渉の連動

まず，農水産物以外では関税引き下げに乏し

く，しかも世界有数の農水産物市場である日本

が「ハイ・レベル FTA」を主張する限り，先

進国，途上国を問わず，相手国の期待はここに

集中する。全体として負担の軽い国を選び，日

本としては「ハイ・レベル」のオファーを用意

したつもりでも，相手の期待が「WTO＋α」に
高まっているが故に失望感が生じる可能性は常

に大きい。韓国からの輸入における農林水産物

のシェアはわずかで，オファー提示以前に特定

部門の「ハイ・レベル」確約を要求したことは

ユニークだが，日本の農水産物市場に対する期

待と強い猜疑心をよく表している。

農林水産省（２００５）は FTAへの基本対応と

して，①譲れるもの，譲れないものを分けてメ

リハリをつける，②輸出関心品目では攻勢に回

る，の２つを原則とし，食料輸入の安
!

定
!

・
!

安
!

全
!

確保，市場の確保，知財保護，環境・資源の保

全などを交渉目標としている。しかしながら農

水産貿易比重の小さな国を選んで「ハイ・レベ

ル FTA」交渉を行う現状では構造改革の展望

を含めた日本の農政全体を見渡し，これに連動

した交渉戦略を以て FTA交渉に臨んでいるか

どうかは疑問である。貿易比重が小さい相手で

あればあるほど，順序は逆で，輸入シェアの高

い相手国関心品目を中心に関税引き下げ余地を

簡単に検討し，全体で「ハイ・レベル FTA」

の自由化度達成に向けた数字作成作業を進める

のが実態となって不思議ではない。であればこ

そ，「農林水産交渉の基本はWTO，FTAでは

個別交渉を進めてみないと全体の自由化度を確

約することはできない」という対応となり，交

渉は膠着する。

しかしながら農業構造改革が推進されている

２４）盧武鉉政権下では貧富格差拡大などを理由とする反グローバリズム運動が勢いを増し，０５年の釜山 APEC

では激しい APEC反対運動が展開された。
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一方，アジアの近隣国にはこれを見越した日本

企業による事業活動が多く展開されており，「産

業」としての内外一体化は実は急激に進んでい

る。多くの場合，数字合わせ作業の出発点とな

る貿易統計はそうした経済活動の結
!

果
!

を関税そ

の他による歪みを含めて「現状」として示して

いるに過ぎない。既にメキシコにおける豚肉問

題でも示されたように，日本の農水産物貿易の

交渉は相手国と国内の農業生産者の利害のみな

らず，国内の関連事業者，特に国内業者と国境

を越えて事業展開する業者との複雑な利害調整

を巻き込まざるを得なくなっている。従って「譲

れるもの，譲れないものの判断」は貿易の現状

や目先の利害関係のみならず，高齢化の進展な

ど制約要因と構造改革の方向性に明確に連動し，

本当の意味での安定・安全確保を織り込んだ上

で判断されるべきである。大局的な選択は

WTOと FTA交渉の整合性を強化するだけでな

く，農業においても協力を拡大することで相手

国への説得力を増加させ，交渉の柔軟性の確保

にもつながると考えられる。

Ⅳ－２．推進体制の見直し

「高い水準」を実現する上では現行の FTA推

進体制に限界があることも次第に明らかとなっ

た。真の「ハイ・レベル FTA」を実現するた

めには行政内，行政対政治，行政対産業界など

の推進体制全般を見直してゆく必要がある。

現在の行政の FTA体制は経済産業省，農林

水産省，財務省それに調整役を担う外務省の４

省体制によっている。しかしながら，FTAを

めぐる利害調整は国内改革と同様，省庁間の壁

の間に落ち込んだり，逆に壁の間に挟まって身

動きができなくなる危険性を多分に持っている。

甚だしい場合には農林省－水産庁，経済産業省

－資源エネルギー庁といったように省庁間でさ

えも見解が異なる場合が生じる。こうした国内

法制の解釈や運用をめぐる行政機関間の連携の

悪さは交渉国に大きなフラストレーションを与

える。

しかも日韓のように「ハイ・レベル FTA」

を目指せば目指すほど，交渉の範囲は関税のみ

ならず，さまざまなサービス，人の移動などへ

と広がり，分野も運輸・輸送，情報通信，金融

監督，厚生，教育など４省以外の幅広い官庁の

参画が不可避となる。WTOなど国際交渉が主

要業務でない官庁では人材の育成が追いつかず，

また国際業務を有していてもWTOとの平行交

渉には量的・質的人材の確保が欠かせない。育

成もさることながら，外部専門家の柔軟な登用

などを含めて体制には再考の余地があるといえ

よう。ただし，FTA交渉の一括権限を持った

韓国の通商代表本部のような組織には FTA交

渉だけが国内と切り離されて先行し，利害調整

の問題が後から生じる，といった逆の欠陥２５）も

指摘されている。ASEANとの交渉を終えた一

段落の時点でまずは４省体制の限界を整理し，

FTAの質と交渉速度を両立させ得る体制を再

検討する意味は小さくあるまい。

また，FTAの推進には当然のことながら，

主たる受益者である財界の強い後押しが必要で

ある。メキシコとの FTAではまず，NAFTA市

場へのアクセス制約という「現実」が先行した。

しかしながら，現状では産業界からの働きかけ

は得てしてこうした「実害」発生後の受身とな

り易く，経団連の FTA政策などをみても，欧

米多国籍企業のように前もって FTA締結を政

治や行政に向けて積極的な働きかけを行ってい

るようには見えない。特に日韓の場合，韓国側

の脅威感とは裏腹に，日本では韓国への輸出は

差別化の十分進んだ中間財・資本財が中心であ

り，韓国市場の潜在性に自体に大きな期待はな

２５）日本の４省体制に対し，韓国の FTA交渉は通商本部が外務部の調整を経ず，一手に交渉を行っている。た
だし通商本部が合意に関する詳細事項を国内官庁や利害関係議員にフィードバックするなど，いわゆる根回
しをしながら交渉に臨んでいるとは必ずしも言えず，チリとの批准には足掛け２年もの時間と農民の暴力デ
モによる政府との直接衝突があった。韓国自身も FTA推進能力の強化（交渉に向けた行政リソースの限界や，
連絡体制の改善），国民説得努力の加速などを大きな体制上の課題として挙げている（姜文盛他（２００４））。
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い。しかも新興市場の家電や自動車などで韓国

のシェアが大きく日本を上回っているように，

構造改革中の日本企業は日本市場に引き籠もり

がちで，長い間，大胆なグローバル戦略を欠き

がちであった。長年の競合関係と相互不信もあ

り，Sony−Samusung間で成立したようなグロ

ーバルな戦略的提携は例外的だ。このため，日

韓 FTAの位置付けは財界レベルでは政府ほど

明確かどうかには疑問があり，かといって「途

上国」ではないことから政府による協力には限

界がある。韓国が直接投資拡大や産業協力を

FTA推進のあたかも前提条件のように求めて

も，日本の官民がこれを「確約」することは不

可能であった。実は日韓間には既にたくさんの

中間組織が存在しており，これらの実践的な活

用によって外交辞令を超えた双方財界からのフ

ィードバックが FTAにどんどん盛り込まれる

ようなチャネルを形成することは不可能ではな

い。官―民間の人材交流も交渉人材を確保する

のみならず，現場のニーズの政策反映という点

で FTAには特に期待される点である。

Ⅳ－３．政治の建設的関与

最後に近隣国との「ハイ・レベル FTA」，は

経済活動の国境が消滅することによって他国が

内政にも深く関与してくることを意味する。途

上国 FTAの多くが失敗に終わり，逆に葛藤を

避けたいアジアの FTAが授権条項レベルに止

まる背景は経済統合の制度化が未成熟な政治の

中で主権との間に葛藤を生じさせると深く関係

している。

従って「ハイ・レベル FTA」を標榜する以

上は日本にとっても政治の建設的関与は欠かせ

ない。濃密な経済関係は国内経済関係と同様，

国際間でも政治的利害調整が必要となるケース

を多く発生させる。しかしこれまでの日本では

国内案件に比べて「票につながらない」対外案

件の優先順位はどうしても低くなりがちであっ

た。例えば韓国にとって，海苔の輸入割り当て

問題は輸入金額の多寡にかかわらず，日本の

FTA締結に対する意思を問う象徴的重要性を

持っていた。しかし，行政内にもさまざまな意

見があり，結局，行政から情報が上がって政治

が調整機能を発揮しないまま，WTO提訴に至

った２６）。近隣国との FTA締結はもとより優れ

て政治的外交的含意が大きく，純粋な経済交渉

に終わることはない。このため行政による技術

論，法律論，及びこれに基づいて官邸に上げる

価値判断だけでは限界があり，政治自らの積極

的・建設的関与がない限り，FTAの迅速な推

進は困難である。中国に比べ日本が FTA締結

に「消極的」という印象を与えているのは推進

実体というより，まさにその姿勢に違いがある

からに他ならない。

特定分野，品目についての特定の利権が入り

込むことは注意深く避けなければならないが，

韓国のように細かな実務交渉と，いわゆる外交

パーフォーマンスによる世論形成の両方が期待

されるケースは今後とも発生する。とりわけ東

アジアのように民主化の過渡期にあり，国内の

利害調整システムが確立していない社会では調

整は一筋縄では行かず，合意相手国に対して国

内説得上のさまざまな外交要請が生じてくる可

能性がある。こうした要請の多くは行政の対応

を超えるものが少なくなく，政治レベルでの交

流を地道に増やすと共に，政治が自ら行政以外

の情報チャネルを整備・確保し，大局的な次元

で政治のトップレベルが適切な役割を果たすこ

とが欠かせない。FTA交渉は経済交渉ではあ

るが，それだけなら膨大なリソースを投入し，

WTO交渉と平行させる意味はなく，地域の固

有問題や政治・外交的デリカシーを反映させる

ことに意味がある。日本の経済的プレゼンスや

政治社会の成熟度を考慮すれば，東アジアには

譲れるところは大きく譲ることが次のリーダー

シップ確保つながる面が少なくない。政治の建

設的関与なき FTAにはやはり限界があり，日

韓 FTA膠着から学ぶ謙虚さが必要である。

２６）０６年にクォーターの割増で妥結。
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